１．工事概要
１．１ 工事の基本情報 
・工 事 名：令和４年度（明許） 大沢　工事用道路工事 
・路線（河川）名：〇〇 
・工事場所：自 〇〇 　　　　　　至 〇〇 　　　　　　施工延長 L= 〇〇 ・工　　期：自 〇〇 　　　　　　至 〇〇 
・請負代金：￥ 〇〇〇〇 円（うち消費税 〇〇 円）
1． ２ 発注者及び受注者 【発注者】 
・発注機関名：山形県 
・所在地：〇〇 
・TEL：〇〇 【受注者】
 ・請負業者名：〇〇 ・所在地：〇〇 ・TEL：〇〇 
・現場事務所：〇〇 ・TEL：〇〇
１．３ 工事内容
	工事区分
	工種
	種別
	単位
	数量
	摘要

	道路改良
	道路土工
	機械掘削
	m3
	5,600
	土砂、オープンカット

	
	
	盛土
	m3
	1,050
	路体・路外盛土 計

	
	
	法面整形工
	m2
	3,020
	切土部・盛土部

	
	
	残土処理工・整地
	m3
	4,680
	土砂等運搬 L=10.0km（整地 4,700m3）

	
	法面工
	植生工（種子散布）
	m2
	3,010
	

	
	擁壁工
	重力式擁壁工
	m3
	12
	1mを超え2m未満 18-8-40

	
	函渠工
	ボックスカルバート
	m
	23
	T-25 B300×H300 等

	
	管渠工
	高密度ポリエチレン管
	m
	13
	ダブル構造 φ500

	
	横断排水工
	横断側溝工
	m
	6
	T-25 300×300 天端勾配10%

	
	側溝工
	道路用鉄筋Co側溝
	m
	565
	3種 300×300

	
	集水桝工
	現場打ち集水桝
	箇所
	11
	18-8-40 W/C≦60 高炉

	
	呑口・吐口工
	現場打ち躯体・カゴマット
	式
	1
	18-8-40 0.9m3、カゴマット 2m2

	
	構造物撤去工
	舗装版破砕工・構造物取壊し
	式
	1
	As版 618m2、Co取壊し 11m3 等

	
	道路施設撤去工
	防護柵撤去等
	式
	1
	ガードレール撤去 等

	舗装
	舗装工
	コンクリート舗装
	m2
	1,080
	18-8-40 人力舗設 t=15cm

	
	
	路盤工
	m2
	1,080
	再生クラッシャラン RC-40 t=15cm

	
	
	敷砂利工
	m2
	1,620
	再生クラッシャラン RC-40 t=10cm

	
	コンクリート復旧工
	コンクリート復旧
	式
	1
	路盤工、コンクリート 2m3 等

	取付道路工
	取付道路工
	盛土・敷砂利工
	式
	1
	盛土 30m3、敷砂利工 20m2

	砂防堰堤
	砂防土工
	掘削工・残土処理工
	式
	1
	掘削 1,100m3、残土運搬 980m3

	
	コンクリート堰堤工
	コンクリート堰堤本体工
	m3
	296
	18-5-40 W/C≦60 高炉

	
	
	型枠工
	m2
	121
	木製型枠、内部型枠

	
	仮設工
	仮水路工・水替工
	式
	1
	大型土のう 4袋、ポリエチレン管 等

	準備費
	準備費
	立木伐採・処分等
	式
	1
	立木伐採、伐採木買取、処分費 等

	仮設工
	交通管理工
	交通誘導警備員
	式
	1
	





2． 計画工程表 本工事の計画工程については、別紙「全体計画工程表（バーチャート工程表およびネットワーク工程表）」のとおりとする。工程表の作成および進捗管理にあたっては、以下の基本方針に基づくものとする。
２．１ 工程表作成の基本方針 本工事の全体工期は、工事着手日から起算して242日間とする。工程表の編成にあたっては、特記仕様書の規定に基づき、準備期間40日間、後片付け期間20日間を確実に確保する。 また、本工事は「週休2日確保工事（受注者希望型）」の対象工事であるため、適正な休日（4週8休相当等）を確保した計画とする。さらに、気象条件による作業制約として「雨休率0.67」を見込むとともに、当該地域の積雪・降雪に伴う冬季不稼働日（豪雪割増適用）を十分考慮する。なお、特記仕様書の指定に基づき「側溝工」および「砂防土工」については2パーティー施工による工程短縮を図り、クリティカルパスを明確にした上で、無理のない安全で余裕を持った工程を編成する。
２．２ 進捗管理とフォローアップ 全体計画工程表に基づき月間工程表および週間工程表を作成し、日々および週ごとの進捗実績を対比して管理する。工程の進捗に伴うクリティカルパスの監視を常に行い、土木工事共通仕様書の規定に基づき、予定工程に対して7日以上の遅れが生じ、最終工期に影響を及ぼす予測が生じた場合、あるいはクリティカルパスに大きく影響を与える変更が生じた場合は、速やかにフォローアップを実施する。 フォローアップにおいては、作業順序や施工方法の見直し、人員・作業班の増強、重機械の追加等の対策を講じ、事象発生から10日以内に新たな日程計画を作成の上、監督職員へ報告し協議を行うものとする。
２．３ 主要工種の施工順序と概略工程 本工事における主要工種の施工順序と概略工程は以下の通りとする。
	施工順位
	主要工種
	施工の要点・関連作業
	概略工期（予定）

	第1工程
	準備工・仮設工
	起工測量、立木伐採、3次元設計データ作成。大型土のう及び高密度ポリエチレン管による仮水路工、水替工（作業時排水）の設置。
	〇月〇旬～〇月〇旬

	第2工程
	構造物撤去工・作業土工
	既設アスファルト舗装版の破砕、防護柵撤去、コンクリート構造物の取壊し、および発生殻の搬出。道路土工等の床掘・残土運搬処理。
	〇月〇旬～〇月〇旬

	第3工程
	コンクリート堰堤工
	砂防土工（2パーティー施工）。基礎地盤の確認後、型枠組立及びコンクリート堰堤本体（18-5-40高炉）の打設・養生。
	〇月〇旬～〇月〇旬

	第4工程
	擁壁工・排水構造物工
	現場打擁壁（重力式擁壁）の基礎・躯体コンクリート施工。プレキャスト函渠・管渠・側溝（2パーティー施工）・集水桝工の据付及び埋戻し。
	〇月〇旬～〇月〇旬

	第5工程
	道路土工・法面工
	道路改良に伴う盛土工・整地。法面整形工及び法面工（植生工・種子散布）の施工。
	〇月〇旬～〇月〇旬

	第6工程
	舗装工・取付道路工
	路床の整正後、路盤工（再生クラッシャランRC-40）の敷均し・転圧。コンクリート舗装（18-8-40）の打設及び取付道路の盛土・敷砂利工。
	〇月〇旬～〇月〇旬

	第7工程
	仮設撤去・後片付け
	仮水路工・水替工等の仮設物撤去。後片付け期間（20日間）を活用した現場清掃、出来形・品質管理資料および各種竣工書類等の整理。
	〇月〇旬～〇月〇旬





３．現場組織表 本工事を安全かつ円滑に施工するため、現場における組織の編成、指揮命令系統および業務分担を以下のとおり定める。
３．１ 現場組織および指揮命令系統
 ・本店・支店等の支援組織（責任者：〇〇、安全衛生管理者：〇〇） 　└・現場代理人：〇〇（携帯TEL：〇〇） 　　　├・監理技術者（又は主任技術者）：〇〇 　　　├・品質証明員：〇〇 　　　└・各業務管理担当者 　　　　　├・工程管理・資材・労務担当：〇〇 　　　　　├・出来形・品質・測量・写真管理担当：〇〇 　　　　　├・安全管理・安全巡視・交通安全担当：〇〇 　　　　　└・環境対策・建設副産物責任者：〇〇 　　　　　　└・協力会社（下請負人）各社職長・安全衛生責任者・作業員・交通誘導警備員
３．２ 業務分担と配置技術者の役割 ・現場代理人の役割： 　工事現場における運営、取締りを行うとともに、工程の進捗管理、安全衛生管理、労務管理、近隣住民や関係機関との調整等の統括的な管理を行う。 ・監理（主任）技術者の役割： 　当該工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理等に関する技術上の管理をつかさどるとともに、当該工事に従事する作業員等に対する技術的な指導監督を行う。 ・品質証明員の役割： 　特記仕様書及び土木工事共通仕様書の規定に基づき、工事の出来形、品質及び写真等について社内検査（品質証明）を実施し、「品質証明書」及び「品質証明チェックリスト」を作成して監督職員へ提出・報告を行う。 ・安全巡視員の役割： 　毎日、作業現場の安全巡視を実施し、不安全行動や危険箇所の発見・是正指導を行い、第三者および作業員の安全確保に努める。 ・建設副産物責任者の役割： 　工事に伴い発生する建設副産物の適正な処理・処分を管理し、「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」へのデータ登録およびマニフェスト等の書類管理を行う。
３．３ 施工体制台帳および施工体系図の作成 建設業法および土木工事共通仕様書の規定に基づき、工事の一部を下請負人に施工させる場合は、下請金額にかかわらず下請負人からの「再下請負通知書」等を徴取の上、速やかに「施工体制台帳」及び「施工体系図」を作成する。作成した施工体系図は、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示するとともに、施工体制台帳等の写しを監督職員へ提出する。 また、各下請負人に対しては、配置技術者や社会保険加入状況等を明記した作業員名簿等の安全関係書類の提出を求め、現場内の安全衛生・労務管理を徹底する。


４．指定機械
設計図書及び特記仕様書、土木工事共通仕様書の規定に基づき、本工事において以下の排出ガス対策型・低騒音型・低振動型等の指定機械を使用する。
【指定機械使用計画表】
	機械名
	規格（指定条件等）
	単位
	台数
	使用工種・摘要

	バックホウ（クローラ型）
	超低騒音型・排出ガス対策型（3次基準）
	台
	〇
	機械床掘、道路土工 等

	バックホウ（クローラ型・クレーン付）
	超低騒音型・排出ガス対策型（3次基準）
	台
	〇
	大型土のう製作・設置・撤去 等

	バックホウ（クローラ型・クレーン付）
	排出ガス対策型（2次基準）
	台
	〇
	仮設ポンプ設置・撤去 等

	構造物取壊し機械（コンクリート圧砕機等）
	低騒音型・低振動型対策機械
	台
	〇
	コンクリート構造物取壊し工、舗装版破砕工

	発動発電機（ディーゼル）
	排出ガス対策型（2次基準）
	台
	〇
	ポンプ運転（動力用）

	振動ローラ
	排出ガス対策型・低騒音型
	台
	〇
	盛土工、路盤工 等

	ラフテレーンクレーン
	排出ガス対策型・低騒音型
	台
	〇
	構造物工（コンクリート打設 等）

	ブルドーザ
	排出ガス対策型
	台
	〇
	道路土工（敷均し 等）

	ダンプトラック
	排出ガス対策型（基準適合車）
	台
	〇
	残土運搬、殻運搬、資材搬入 等





５．主要船舶・機械 本工事において使用する主要な船舶および建設機械は以下のとおりとする。各機械の現場への搬入・搬出にあたっては、工程表に基づき適正な時期に行うとともに、搬入時には特定自主検査記録表等の法定点検実施状況を確認し、安全かつ効率的な施工に努める。
【主要船舶・機械使用計画表】
	船舶・機械名称
	規格・性能（能力）
	単位
	予定数量（台数）
	摘要（主な使用工種・用途）

	バックホウ（クローラ型）
	標準 0.8m3級 等
	台
	〇
	機械床掘、土砂等積込、整地 等

	バックホウ（クローラ型・クレーン付）
	超低騒音（排出ガス対策型3次基準）
	台
	〇
	大型土のう製作・設置・撤去 等

	バックホウ（クローラ型・クレーン付）
	排出ガス対策型2次基準
	台
	〇
	現場打集水桝施工、ポンプ設置・撤去 等

	ダンプトラック
	オンロード・ディーゼル（10t、4t等）
	台
	〇
	残土運搬、発生殻運搬処分、資材運搬

	トラック（クレーン装置付）
	標準（ユニック車）
	台
	〇
	現場発生品・支給品運搬、スクラップ運搬

	ラフテレーンクレーン
	油圧伸縮ジブ型（排出ガス対策型）
	台
	〇
	コンクリート打設、各種構造物据付

	構造物取壊し機械（圧砕機・ブレーカー等）
	低騒音・低振動型対策機械
	台
	〇
	コンクリート構造物取壊し工、舗装版破砕工

	振動ローラ
	ハンドガイド型 又は 搭乗式
	台
	〇
	道路土工（盛土工）、路盤工 等

	工事用水中ポンプ
	排水量0以上40m3/h未満
	台
	〇
	作業時排水（水替工）

	発動発電機
	ディーゼルエンジン駆動（排ガス2次）
	台
	〇
	水中ポンプ用電源





６．主要資材 本工事に使用する主要な資材及び品質確認方法は以下のとおりとする。各資材の搬入に先立ち、材料確認願（品質証明資料、試験成績表、ミルシート等）を提出し、監督職員の確認を受けるものとする。
【主要資材使用計画表】
	品名（材料名）
	規格
	単位
	予定数量
	製造業者・搬入先
	品質確認方法（品質証明）
	摘要（使用工種・箇所）

	生コンクリート
	18-8-40 W/C≦60 高炉
	m3
	〇〇
	〇〇生コン(株) 等
	圧縮強度試験・配合報告書
	重力式擁壁工、集水桝工、コンクリート舗装工 等

	生コンクリート
	18-5-40 W/C≦60 高炉
	m3
	296
	〇〇生コン(株) 等
	圧縮強度試験・配合報告書
	コンクリート堰堤本体工

	ボックスカルバート
	T-25 B300～B500
	m
	23
	〇〇コンクリート(株) 等
	製品検査成績表
	函渠工

	道路用鉄筋Co側溝
	3種 300×300
	m
	565
	〇〇コンクリート(株) 等
	製品検査成績表
	側溝工

	横断用側溝
	T-25 300×300 天端勾配10%
	m
	6
	〇〇コンクリート(株) 等
	製品検査成績表
	横断排水工

	コンクリート蓋
	3種 B=300
	枚
	1,073
	〇〇コンクリート(株) 等
	製品検査成績表
	側溝工

	グレーチング蓋
	T-25 B=300
	枚
	57
	〇〇建材(株) 等
	製品検査成績表・ミルシート
	側溝工

	鋼製桝蓋・縞鋼板蓋
	各種寸法（T-25等）
	枚
	18
	〇〇建材(株) 等
	製品検査成績表・ミルシート
	集水桝工、呑口・吐口工

	再生クラッシャラン
	RC-40
	m3
	〇〇
	〇〇建材(株) 等（※米沢地区）
	試験成績書
	舗装路盤工、敷砂利工、フィルター材 等

	基礎砕石
	無規格80（RC-80）
	m3
	〇〇
	〇〇建材(株) 等（※米沢地区）
	試験成績書
	擁壁工・集水桝工等の基礎砕石

	高密度ポリエチレン管
	ダブル構造 φ500、φ600
	m
	28
	〇〇(株) 等
	試験成績書
	管渠工、暗渠排水管工

	高密度ポリエチレン管
	シングル管 φ300
	m
	5
	〇〇(株) 等
	試験成績書
	呑口・吐口工

	鉄網（溶接金網）
	φ6×150×150（鉄筋量3kg/m2）
	m2
	1,014
	〇〇鉄鋼(株) 等
	ミルシート
	コンクリート舗装工、復旧工

	スリップバー
	φ16×400mm
	本
	300
	〇〇鉄鋼(株) 等
	ミルシート
	コンクリート舗装工

	路盤紙
	クラフト紙系
	m2
	1,080
	〇〇商事(株) 等
	カタログ・品質証明書
	コンクリート舗装工

	注入目地材
	瀝青質 t=10mm
	m2
	28
	〇〇商事(株) 等
	カタログ・試験成績書
	コンクリート舗装工

	目地板
	瀝青繊維質 t=10mm
	m2
	3
	〇〇商事(株) 等
	カタログ・試験成績書
	コンクリート復旧工

	目地板
	樹脂発泡体(倍率14) t=10mm
	m2
	2
	〇〇商事(株) 等
	カタログ・試験成績書
	コンクリート堰堤工

	止水板
	塩ビ止水板 CC300×7
	m
	22
	〇〇(株) 等
	試験成績書・品質証明書
	コンクリート堰堤工

	カゴマット
	t=50cm 亜鉛アルミメッキ
	m2
	2
	〇〇建材(株) 等
	出荷証明書・試験成績書
	呑口・吐口工

	種子
	法面用（現場制約なし）
	m2
	3,010
	〇〇緑化(株) 等
	品質証明書・発芽試験成績表
	植生工（種子散布）





７．施工方法
７．１ 主要工種の作業フローと施工手順
【道路土工・砂防土工】 ・使用機械：バックホウ（クローラ型 排出ガス対策型等）、ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）、振動ローラ、ICT建機 ・使用材料：流用土、購入土 ・作業フローと施工方法： 　① （掘削）ICT建機による掘削を行う。地山の土及び岩の分類の境界を確認し、監督職員の確認を受ける。余掘りに注意し、浮石等は除去する。予期しない湧水や埋設物等を発見した場合は速やかに報告し指示を仰ぐ。 　② （運搬・残土処理）ダンプトラックにより発生土（残土）を指定の受入れ地へ運搬し、整地を行う。運搬にあたっては荷こぼれや過積載を防止し、沿道に配慮する。 　③ （盛土）ICT建機、TS・GNSSを用いて締固め回数管理を行う。1層の仕上り厚は30cm以内とし、最適含水比付近で締固める。盛土材料に石が混入している場合は、1箇所に集中しないように拡散させて施工する。
【構造物撤去工】 ・使用機械：構造物取壊し機械（コンクリート圧砕機・ブレーカ等 低騒音・低振動対策型）、バックホウ ・使用材料：なし ・作業フローと施工方法： 　① （準備）撤去箇所の周辺環境や地下埋設物等に影響を及ぼさないよう防護等の準備を行う。 　② （破砕・取壊し）低騒音・低振動型の機械を使用し、既設アスファルト舗装版およびコンクリート構造物を取壊す。作業にあたっては粉塵飛散防止のため必要に応じて散水等を行う。 　③ （殻運搬）発生したコンクリート塊、アスファルト塊等の廃棄物は、飛散しないよう適正な処置を行い、指定の再資源化施設等へ運搬処分する。
【擁壁工・排水構造物工（現場打ち及びプレキャスト構造物）】 ・使用機械：バックホウ（クローラ・クレーン付）、ラフテレーンクレーン、コンクリートポンプ車、バイブレータ ・使用材料：生コンクリート（18-8-40 高炉）、基礎砕石（RC-80、RC-40等 米沢地区産）、ボックスカルバート、道路用鉄筋Co側溝、集水桝等 ・作業フローと施工方法： 　① （床掘・基礎工）バックホウで床掘りを行い、基礎砕石を敷均し、タンピングランマ等で転圧する。現場打ち構造物の場合は均しコンクリートを不陸が生じないよう打設する。 　② （型枠・鉄筋組立・製品据付）現場打ちの場合は型枠・鉄筋を所定の位置に堅固に組み立てる。プレキャスト製品の場合は、クレーン等を用いて接合部に隙間や段差が生じないよう、通りや高さを確認しながら据え付ける。 　③ （コンクリート打設・埋戻し）コンクリートの打設は材料分離が生じないように行い、バイブレータで十分締固める。養生後、構造物に偏土圧がかからないよう両側から均等に埋戻しを行い、十分締固める。
【コンクリート堰堤工】 ・使用機械：ラフテレーンクレーン、コンクリートポンプ車、バイブレータ ・使用材料：生コンクリート（18-5-40 高炉）、木製型枠、樹脂発泡体目地板、塩ビ止水板 ・作業フローと施工方法： 　① （基礎岩盤確認・型枠組立）基礎面を清掃後、監督職員の確認を受ける。木製型枠及び塩ビ止水板、樹脂発泡体目地板等を所定の位置に堅固に組み立てる。 　② （コンクリート打設）コンクリートの打込みにあたっては、打継目を設けないように連続して層打ちとし、内部の締固めを確実に行う。 　③ （養生・脱型）打設後は表面が乾燥や急激な温度変化を受けないよう養生し、所定の強度が発現した後に型枠を取り外す。
【舗装工（コンクリート舗装）】 ・使用機械：バックホウ、振動ローラ、コンクリートミキサー車、締固め機械 ・使用材料：路盤材（RC-40 米沢地区産）、生コンクリート（18-8-40）、鉄網、スリップバー、路盤紙、瀝青質目地板 ・作業フローと施工方法： 　① （路盤工）路床を整正後、再生クラッシャラン（RC-40）を所定の厚さに敷均し、振動ローラ等により規定の締固め度が得られるよう転圧する。 　② （準備工）路盤紙を隙間なく敷設し、型枠、鉄網（溶接金網）、スリップバー、瀝青質目地板等を設計図書に従い正確に配置・固定する。 　③ （コンクリート打設・仕上げ）コンクリートをスコップ返し等を交えながら材料分離が生じないよう敷均し、締固める。平滑に表面仕上げを行った後、適切な養生を実施する。
７．２ 仮設備計画 ・仮水路工および土留・仮締切工：大型土のうをバックホウ（クレーン付・超低騒音型）を用いて隙間のないように設置し、高密度ポリエチレン管（ダブル構造φ600）等により河川水を切り回す。仮締切内に予期しない湧水がある場合や大雨等による洪水時には、速やかに監督職員と協議する。 ・水替工：バックホウにより仮釜場を設置し、水中ポンプにより作業時排水を行う。ポンプの動力用発電機（排ガス対策型2次基準）の下部には油漏れ対策として防油堤を設置する。発生する濁水は関係法令等に従い適切に処理した後に放流する。 ・足場工：コンクリート堰堤本体等の高所作業にあたり、キャットウォーク等の足場を設置し、作業員の墜落・転落を防止する。設置・解体時には確実な点検を実施する。
７．３ 現場条件・特記仕様書を踏まえた施工上の留意事項 ・ICT施工、新技術（BIM/CIM等）の活用について 　本工事は「ICT活用工事」として、土工の施工範囲全体において、3次元起工測量、3次元設計データ作成、ICT建設機械による施工、3次元出来形管理を実施する。盛土の締固め管理は「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」に基づき行う。 ・環境対策（騒音・振動対策、水質汚濁防止等）について 　各種建設機械は「排出ガス対策型（3次基準等）」や「超低騒音・低騒音・低振動型」を優先的に使用する。河川内での作業や水替工においては、汚濁防止に最大限配慮し、濁水流出を防止する。 ・交通規制や第三者への安全対策について 　ダンプトラック等による土砂や殻等の運搬にあたっては、自重計を用いた過積載防止対策を徹底し、荷こぼれやタイヤ付着土による道路の汚れに注意する。必要に応じて交通誘導警備員を配置し、一般車両および歩行者の安全確保に努める。 ・残土や発生品の処理、再生資材の活用について 　発生した建設副産物（アスファルト・コンクリート塊、廃プラスチック等）は、建設リサイクル法および山形県産業廃棄物税の規定に基づき、指定の再資源化施設・処分場へ適正に運搬処理し、マニフェストおよびCOBRISへの登録管理を確実に行う。 ・その他、遠隔臨場や特有の現場制約条件について 　基礎砕石等に使用する骨材（RC-40、RC-80等）の調達は、特記仕様書の指定により「米沢地区」のものを使用する。 　本工事は「週休2日確保工事」であるため、適正な休日の確保と看板等での周知を図る。 　情報共有システム（ASP）を活用し、ワンデーレスポンスやウィークリースタンスの推進により、受発注者間の円滑な業務遂行に努める。 　品質証明工事の対象として、品質証明員による社内検査を実施し、各種品質証明書類を提出する。


８．施工管理計画 本工事の施工にあたっては、「土木工事施工管理基準及び規格値」「写真管理基準」ならびに特記仕様書に基づき、設計図書と整合した確実な施工管理を実施する。
８．１ 工程管理 全体計画工程表に基づき月間工程表を作成し、日々の進捗を管理する。予定工程に対して遅延（7日以上等）が生じた場合、あるいはクリティカルパスに影響を及ぼす事象が発生した場合は、速やかにフォローアップ（作業員の増員、重機の追加等）を行い、監督職員と協議する。
８．２ 出来形管理計画 各工種の出来形測定にあたっては、公共工事のより良好な品質確保につなげるため、社内規格値を基準書の規格値の「80%」に設定して厳格な管理を行う。また、特記仕様書で指定された「主たる工種」（道路土工、側溝工、コンクリート堰堤工）については、出来形のばらつきを判断するための資料として「工程能力図」又は「度数表（ヒストグラム）」を作成し提出する。
【出来形管理基準および社内規格値一覧】
	工種
	測定項目
	規格値
	社内規格値(80%)
	測定基準・測定頻度

	道路土工・砂防土工（掘削工）
	基準高
	±50mm
	±40mm
	施工延長40mにつき1ヶ所 等

	道路土工・砂防土工（盛土工）
	基準高
	±50mm
	±40mm
	施工延長40mにつき1ヶ所 等

	
	幅
	-100mm
	-80mm
	施工延長40mにつき1ヶ所 等

	法面工（盛土部法面整形）
	厚さ
	-30mm
	-24mm
	施工延長40mにつき1ヶ所

	法面工（植生工）
	法長(切土) 5m未満
	-200mm
	-160mm
	施工延長40mにつき1ヶ所

	擁壁工（現場打構造物）
	基準高
	±30mm
	±24mm
	施工延長40mにつき1ヶ所

	函渠工（場所打）
	基準高
	±30mm
	±24mm
	両端、施工継手等

	
	内空幅・高さ
	±30mm
	±24mm
	施工延長100mにつき1ヶ所

	側溝工（プレキャスト）
	基準高
	±30mm
	±24mm
	施工延長40mにつき1ヶ所

	
	延長
	-200mm
	-160mm
	1施工箇所毎

	集水桝工
	基準高
	±30mm
	±24mm
	1ヶ所毎

	
	厚さ
	-20mm
	-16mm
	1ヶ所毎

	
	幅・高さ
	-30mm
	-24mm
	1ヶ所毎

	コンクリート舗装工
	厚さ
	-10mm
	-8mm
	延長200m毎等

	路盤工（舗装工）
	厚さ
	-25mm
	-20mm
	延長200m毎に1ヶ所等

	コンクリート堰堤工
	基準高
	±30mm
	±24mm
	図面の表示箇所

	
	天端幅・堤幅
	-30mm
	-24mm
	図面の表示箇所

	
	堤長
	-100mm
	-80mm
	図面の表示箇所


８．３ 品質管理計画 使用する材料および施工時の品質について、品質管理基準に基づき以下の頻度と規格値で各種試験を実施し、品質管理図表を用いて適切に管理する。特記仕様書で指定された「主たる工種」の必須試験については、品質についてもヒストグラム等を作成する。
【品質管理基準と試験頻度一覧】
	工種
	試験項目
	規格値・試験基準
	試験・測定頻度

	道路土工・砂防土工（盛土）
	現場密度の測定
	最大乾燥密度の90%以上（または92%以上）等
	1管理単位(1,500m2)毎等、または1,000m3に1回等

	コンクリート工（擁壁、集水桝、舗装、堰堤等）
	スランプ試験
	許容差 ±1.5cm（スランプ5cm以上8cm未満等）
	荷卸し時、20〜150m3に1回、及び品質変化時

	
	空気量測定
	許容差 ±1.5%
	同上

	
	圧縮強度試験
	1回の結果が呼強度の85%以上、3回平均が呼強度以上
	荷卸し時、1回/日又は20〜150m3に1回

	路盤工
	現場密度の測定
	最大乾燥密度の90%以上 等
	各種路盤毎に1回 等


８．４ 写真管理計画 デジタル工事写真の小黒板情報電子化（電子小黒板）を導入し、改ざん検知機能を有したソフトウェア・カメラを使用して写真整理の効率化と信憑性の確保に努める。
【主要な撮影項目と撮影頻度一覧】
	区分・工種
	撮影項目
	撮影時期・頻度

	共通（着手前・完成）
	全景又は代表部分
	着手前1回、完成後1回

	道路土工・砂防土工
	土質の判別、法長
	掘削中（土質変化毎）、施工後

	
	巻出し厚、締固め状況
	巻出し時、転圧機械変更毎

	コンクリート工・堰堤工
	鉄筋・型枠組立状況、かぶり
	組立後（各箇所毎）

	
	コンクリート打設・養生状況
	施工時（4リフト毎等）、養生時

	
	出来形（厚さ、幅、高さ）
	型枠取外し後、施工後

	側溝工・函渠工
	据付状況、出来形寸法
	埋戻し前、施工後（200m毎等）

	舗装工
	敷均し厚さ、転圧状況、出来形
	施工中、整正後（200m毎等）

	品質管理
	スランプ、空気量、供試体採取、温度
	品質管理試験実施時


８．５ 段階確認および遠隔臨場の実施 本工事においては、特記仕様書の規定により「準備工（丁張）」の丁張完了時に段階確認を実施する。その他、土質や岩質の変化時など、共通仕様書に定められた時期に段階確認を受けるものとする。 なお、遠隔臨場については特段の指定はないが、受発注者間の協議により実施を求められた場合は、ウェアラブルカメラ等を活用して映像のリアルタイム配信を行い、業務効率化と現場確認の迅速化を図るものとする。
８．６ 品質証明等の社内検査の実施 本工事は特記仕様書において「品質証明工事」に指定されているため、監督職員へ品質証明員通知書を提出し、社内検査（品質証明）を厳格に実施する。 品質証明員は、施工計画、材料仕様、施工方法および管理データ（出来形・品質・写真）等について、付属の「品質証明チェックリスト（案）」を用いて施工の各段階で適切に確認し、一部完成、中間、および完成検査時に「品質証明書」を作成して監督職員へ提出する。


９．安全管理 本工事の施工にあたっては、労働安全衛生法等の関係法令及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等を遵守し、人命尊重を最優先とした安全管理を徹底する。
９．１ 安全管理の基本方針と重点目標 「正しい手順と要所要所の指差し点呼で、安全先取り環境を確保」を基本方針とし、以下の項目を重点目標として無事故・無災害での工事完了を目指す。 ・墜落・転落災害の防止 ・建設重機・揚重作業に伴う災害の防止 ・土砂崩壊および出水等による災害の防止 ・第三者を巻き込む公衆災害および交通事故の徹底防止
９．２ 安全管理体制と活動内容 本社等支援組織による「店社安全衛生委員会」を設置し、月1回以上の「社内安全パトロール」を実施して、現場の安全性確認と改善指導を行う。また、現場においては現場代理人を安全衛生責任者とし、現場従事者全員が参加する「作業所安全衛生協議会」を月1回開催して、社内パトロールの改善検討、工事工程の打合せ、安全施工上の問題点と対策について協議する。
９．３ 日常の安全活動（安全施工サイクル） 毎日の安全活動として「安全施工サイクル」を確実に実施する。 ・安全朝礼：当日の作業内容の周知、連絡事項や注意事項の確認を行う。 ・危険予知活動（KYK）：各作業グループ単位で作業内容にあった危険予知活動を実施する。 ・作業開始前点検：各作業責任者により、使用する建設機械・車両、足場等の設備について安全自主点検を行う。 ・安全巡視：安全巡視員が作業現場の巡視を行い、不安全行動の是正や安全設備の確認を行う。 ・終業時の確認：作業終了後の現場内の整理整頓・後片付けと安全点検を行い、翌日の作業内容の打合せを行う。
９．４ 主要工種・現場条件に伴う災害防止対策 本工事の特性とリスク要因を踏まえ、以下の災害防止対策を講じる。
・重機作業および交通災害の防止： 道路土工（掘削・盛土）における重機作業範囲をバリケードやコーン等で明確に明示し、作業員の立ち入りを禁止する。重機の移動時や旋回時は、必ず誘導員を配置し合図を徹底する。残土処理（L=10.0km）や殻運搬に従事するダンプトラック等の運行にあたっては、運搬経路を遵守し、歩行者や一般車両を優先して徐行運転を行う。また、土砂等の運搬時は自重計等により過積載の防止を徹底する。
・高所作業・墜落転落災害の防止： 本堤コンクリート工や現場打擁壁等の高所作業においては、適切な足場（手すり先行工法等の二段手すり・幅木等）を設置し、足場の組立て・解体時は有資格者の指揮のもと行う。地上2m以上の作業では、安全帯（墜落制止用器具）の完全使用を徹底し、上下作業を原則禁止とする。
・架空線・地下埋設物への対策： 施工に先立ち、架空線や地下埋設物の位置を調査・確認し、必要に応じて関係機関と協議を行う。クレーンやバックホウのブーム等の架空線への接近を防ぐため、離隔距離の確保や標識の設置、誘導員の配置による監視を行う。地下埋設物近接箇所での掘削は、試掘（布掘り又はつぼ掘り）により位置を正確に確認した上で慎重に作業を進める。
・構造物取壊し作業・公衆災害への対策： 既設の鉄筋コンクリート構造物の取壊し作業にあたっては、設計図書の指定に基づき「低騒音・低振動対策型」の機械を使用するとともに、破片等の飛散防止用防護柵等の設置や、散水による粉塵防止対策を徹底する。また、第三者の現場内への侵入を防ぐため、立入禁止のバリケード等や工事情報看板を適切に設置し、公衆災害の防止に努める。
９．５ 安全教育および訓練の計画 作業員全員が参加する安全教育・訓練を、月あたり半日以上の時間を割当てて実施する。内容としては、新規入場時の現場ルール周知、定期的なビデオ視聴等による安全意識の高揚、出水期や異常気象時・土砂崩壊を想定した避難訓練等を実施し、記録を保管して監督職員の請求があった場合は直ちに提示する。
９．６ 新規入場者教育およびその他の安全対策 現場に新たに入場する作業員に対しては、現場代理人が入場面接・新規入場者教育を実施し、現場特有のルールや危険箇所等を周知徹底する。また、現場へ持ち込まれる建設機械については、特定自主検査記録証等の確認を行い、安全装置が機能するか点検した上で使用を許可する。現場内への喫煙所の指定場所以外での喫煙禁止、消火器の配備等、火災・爆発の防止措置を徹底する。


１０．緊急時の体制及び対応 工事施工中に労働災害、公衆災害、または自然災害（異常気象等）の緊急事態が発生した場合は、人命の安全確保をすべてに優先させ、直ちに応急措置と二次災害の防止措置を講じるとともに、発注者及び関係機関へ速やかに通報する体制を確立する。
１０．１ 緊急時の対応手順と事故報告 工事施工中に事故（労働災害、もらい事故、死傷公衆災害、物損公衆災害等）が発生した場合は、規模の大小を問わず作業を一時中断し、人命救助および二次災害の防止措置を最優先で実施する。 その後、第一報を直ちに監督職員へ電話にて通報するとともに、速やかに「工事事故報告書」を作成し、FAX又はE-Mail等により監督職員へ提出する。
１０．２ 異常気象時の作業中止基準 本工事の施工にあたり、現場特性（砂防指定地内の土工・仮設工等）に伴う災害を防止するため、気象予報や河川水位等に常に留意し、以下の基準に達した場合は作業を中止して、現場内のパトロール及び警戒にあたるものとする。
	項目
	警戒基準
	作業中止基準
	中止解除基準
	確認方法
	適用工種

	時間雨量
	15mm以上
	20mm以上
	2mm以下の雨量が1時間続いた場合及び、河川水位が50cm以下になった場合
	ラジオ・インターネット等（現場代理人）
	全工種

	連続雨量
	30mm以上
	50mm以上
	2mm以下の雨量が1時間続いた場合及び、河川水位が50cm以下になった場合
	ラジオ・インターネット等（現場代理人）
	全工種

	平均風速
	8m/s
	10m/s
	8m/s未満を確認後
	吹き流し・風速計
	クレーン作業等

	地震
	-
	震度4以上
	現場点検の後、異常がない場合
	ラジオ・インターネット等（現場代理人）
	全工種

	降雪
	降雪が始まり次第
	降雪25cm以上
	除雪後、安全施工が可能と判断した時
	実測
	全工種

	河川水位
	-
	50cm増水した場合
	水位が安全な基準まで低下した時
	水位測定観測用の標尺による目視
	全工種


１０．３ 災害防災および緊急巡回体制 台風、豪雨、豪雪、地震等により、工事現場において災害が発生した場合又はそのおそれがある場合には、監督職員の指示により「緊急巡回」を実施する。 緊急巡回担当者は、工事現場の異常等を発見した場合には、速やかにその危険を防止するため、その場でとりうる適切な措置（立入禁止措置、ブルーシート等による保護、土のう設置等）を講ずるとともに、その状況を監督職員に報告する。また、緊急巡回にあたっては必ず写真撮影を実施し、日時及びその状況を記録して保存する。
１０．４ 緊急連絡網（連絡体制） 緊急事態発生時の迅速な連絡体制を図るため、以下の通り昼夜・休日を問わない連絡網を整備し、現場事務所等に掲示する。
【発注者】 ・山形県 置賜総合支庁 建設部 〇〇課（直通電話：〇〇、夜間・休日電話：〇〇） ・総括監督職員：〇〇、監督職員：〇〇 【受注者（災害対策組織）】 ・災害対策本部長（本社）：〇〇（携帯：〇〇） ・現場代理人：〇〇（携帯：〇〇） ・監理（主任）技術者：〇〇（携帯：〇〇） 【関係機関】 ・労働基準監督署：〇〇労働基準監督署（電話：〇〇） ・警察署：〇〇警察署（電話：〇〇） ・消防署・救急隊：〇〇消防署（電話：〇〇） ・救急指定病院：〇〇病院（電話：〇〇） ・インフラ管理者：東北電力、NTT設備立会受付センター、〇〇市水道局 等


１１．交通管理 本工事の施工にあたっては、道路交通法等の関係法令及び「保安施設設置基準」等を遵守し、一般交通の円滑な確保と第三者の安全確保、ならびに工事関係車両の交通事故防止に努める。
１１．１ 保安施設および標識の設置計画 工事箇所の周辺には、道路交通法及び「保安施設設置基準」等に基づき、工事箇所予告標示板、工事情報看板・工事説明看板（工事の種類「道路工事中」、工事内容「砂防えん堤の工事用道路をつくっています。」等）、バリケード、セーフティーコーン等を適切に配置する。また、片側交互通行等の交通規制が必要な箇所にはクッションドラム（水袋等充填）を設置し、第三者起因事故の低減に努める。 なお、現道での作業終了後は、機械及び材料等を速やかに車道外に搬出し、一般交通に支障がないよう措置する。夜間においては、遠方から確認できるよう照明や反射装置（保安灯、高輝度反射シート等）を設置し、安全確保を図る。
１１．２ 交通誘導警備員の配置計画 交通規制箇所や重機・車両の出入り口には交通誘導警備員を配置し、一般車両および歩行者の通行を最優先とした誘導を行う。 配置する警備員は、特記仕様書の規定に基づき「警備業法施行規則による教育履歴者」「安全講習会受講者」又は「交通誘導警備業務検定（1級又は2級）合格者」とし、山形県公安委員会指定路線に該当する場合は、場所毎に1人以上の検定合格者を配置する。 また、交通誘導に用いる旗のサイズは視認性の良い「70cm×70cm」程度のものを使用し、安全で確実な誘導に努める。
１１．３ 工事用車両の運行管理 土砂や殻、資材等を運搬するダンプトラック等の工事用車両については、事前に関係機関と協議の上、定められた運行ルートを遵守させる。 通学路や交差点、住宅街等の危険箇所においては、徐行および一時停止の励行を運転手に指導・徹底する。また、運行前には必ず車両の日常点検を実施し、車両事故や故障の未然防止に努めるとともに、泥土や土砂を付着したまま工事区域外に出ないようタイヤ洗浄や路面清掃等の措置を講じる。
１１．４ ダンプトラック等の過積載防止対策 本工事における土砂や発生殻（コンクリート塊、アスファルト塊等）の運搬にあたっては、特記仕様書の「過積載防止対策」の規定を遵守し、さし枠等の不正改造ダンプの現場出入りを禁止する。 積載量については、自重計による確認や現場での目視監視を随時行い、通常積載量より約1割減の目標値を設定して過積載違反を徹底して防止する。
	対象資材
	使用予定機種
	検収・確認方法
	通常積載量
	対策積載量（目標）

	掘削土砂・残土
	ダンプトラック10t車
	自重計による確認
	9.2t
	9.0t

	As殻・Co殻等
	ダンプトラック4t車 等
	目視による積荷高さ確認
	〇〇t
	〇〇t





１２．環境対策 本工事の施工にあたっては、環境関係法令等を遵守し、騒音・振動、水質汚濁、粉塵等の発生による周辺環境への影響を最小限に留めるとともに、建設副産物の適正処理および再生資源の有効活用に努める。
１２．１ 騒音・振動・粉塵対策 本工事の施工にあたっては、設計図書及び共通仕様書の規定に基づき「超低騒音・低振動型建設機械」及び「排出ガス対策型建設機械（３次基準等）」を優先的に使用する。また、待機中における重機等のアイドリングストップを徹底し、騒音・振動・排出ガスの低減に努める。 コンクリート構造物の取壊し工や舗装版破砕工においては、低騒音・低振動対策型の圧砕機等を使用し、切断・破砕作業時および土砂積込時には必要に応じて散水を行い、粉塵の飛散を防止する。
１２．２ 水質汚濁防止およびその他の対策 水替工における作業時排水など、土粒子を含む濁水を河川や水路等に排水する際は、沈砂槽の設置やポンプ周辺への大型土のうの設置等の措置を講じ、直接の濁水流出を防止する。また、河川近傍で稼働する各種重機や水中ポンプの動力用発電機の下部には防油堤やオイルパンを設置し、油漏れによる水質汚濁を未然に防ぐ。 なお、特記仕様書の指定に基づき、現場内および周辺にて特定外来生物（オオキンケイギク等）の生育が確認された場合は、速やかに監督職員へ報告する。協議の結果、防除を行う場合は、監督職員より「特定外来生物防除実施者証」の貸与を受け、看板を設置した上で適切な移動・処分等の措置を講じる。
１２．３ 建設副産物の適正処理および再生資源の利用 当現場において発生する建設副産物および使用する再生資源については、「建設リサイクル法」および関連法令に基づき適正に処理・利用し、「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」への登録を行う。また、山形県内の最終処分場に搬入される建設廃棄物については「山形県産業廃棄物税」の趣旨を理解し適正に処理を行うものとし、マニフェスト（産業廃棄物管理票）により最終処分までの確認を確実に行う。
【建設副産物および再生資源 処理・利用計画表】
	区分
	種類（品目）
	予定数量
	処理・利用方法（搬出先等）
	摘要

	搬出
	残土（土砂）
	5,660 m3
	指定残土受入地等へ運搬・整地
	L=10.0km

	搬出
	アスファルト殻
	25 m3
	南陽アスコン（指定再資源化施設）へ運搬
	L=9.9km

	搬出
	コンクリート殻（無筋・鉄筋）
	15 m3
	合同会社ウサミ（指定再資源化施設）へ運搬
	L=18.3km

	搬出
	建設発生木材（幹）
	144.9 t
	合同会社ウサミ（指定再資源化施設）へ運搬
	針葉樹・広葉樹 L=6.7km

	搬出
	木根等（伐根・枝・葉）
	132.5 t
	長井環境(株) 等へ運搬処分
	L=18.3km

	搬出
	廃プラスチック
	0.01 t
	(有)山形マルテイ（指定再資源化施設）へ運搬
	L=3.8km

	搬出
	スクラップ材（ヘビーH3）
	1 t
	指定処分施設へ運搬処分
	L=3.8km

	搬入
	再生クラッシャラン（RC-40等）
	〇〇 m3
	舗装路盤材・敷砂利等として利用
	米沢地区産等の指定規格





１３．現場作業環境の整備 本工事の施工にあたっては、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ工事関係者の意識を高め、現場労働者の作業環境改善及び健康管理に努める。
１３．１ 工事現場の現場環境改善（イメージアップ）に関する取り組み 本工事は特記仕様書の規定に基づき「現場環境改善費」が計上されているため、以下の４つの区分ごとにそれぞれ具体的な取り組み（計５つの内容）を実施し、現場環境の向上に努める。
【仮設備関係】 ・現場事務所へのプランター（緑化・花壇）の配置による環境美化 【営繕関係】 ・作業員休憩所へのエアコン設置による休憩空間の快適化 【安全関係】 ・現場事務所および周辺へのWEBカメラ設置による、24時間画像の記録・盗難防止対策の実施 ・避暑（熱中症予防）対策として、現場への防雨型温度計・WBGT値計の設置と作業員への注意喚起の徹底 【地域連携】 ・現場付近の公衆が見やすい場所へ、工事の目的をわかりやすく発信する「完成予想図」デザイン看板の設置
１３．２ 快適トイレの設置及びその他の環境整備 ・快適トイレの設置： 特記仕様書の規定に基づき、以下の仕様を満たす快適トイレを設置する。 （１）洋式（洋風）便器、（２）水洗及び簡易水洗機能、（３）臭い逆流防止機能、（４）容易に開かない施錠機能、（５）照明設備、（６）衣類掛け等のフック又は荷物棚（耐荷重５㎏以上）、（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示、（８）周囲から入口が直接見えない工夫、（９）サニタリーボックス、（10）鏡と手洗器、（11）便座除菌クリーナー等の衛生用品。なお、仮設トイレは常に清潔を保ち、一般の方にも開放し利用してもらう。
・熱中症対策および健康管理： 本工事は「熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事」の対象であるため、気温等の計測は「気象庁の地上気象観測所：高畠」および「環境省観測地点（WBGT）：高畠」の情報を基準として適切に行う。また、現場事務所等に防雨型温度計・WBGT値計を設置して記録を行うとともに、熱中症予防情報の看板を掲示し、適切な水分・塩分補給、日陰の休憩所確保を徹底する。
・その他： 現場内に女性労働者が従事する場合は、女性用更衣室の設置を適宜検討する。また、現場内には喫煙所を設置し、指定場所以外での喫煙を禁止することで、分煙による職場環境改善と火災防止に努める。


１４．再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 本工事の施工にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」等に基づき、資源の有効利用及び廃棄物の適正処理を行う。「再生資源利用計画書（実施書）」及び「再生資源利用促進計画書（実施書）」は、「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」により作成し、監督職員に提出する。
１４．１ 再生資源の利用促進 本工事において使用する指定再生資源材料は以下のとおりとする。なお、供給会社からの資源不足等により材料の購入が困難となった場合は、速やかに監督職員へ報告し協議する。
【再生資材使用計画表】
	再生資源名・規格
	再生資源供給会社名
	使用工種
	備考

	再生クラッシャラン RC-40
	〇〇
	コンクリート舗装路盤工、敷砂利工 等
	調達地域：米沢地区

	再生クラッシャラン 無規格80
	〇〇
	擁壁工、排水構造物工等の基礎砕石
	調達地域：米沢地区


１４．２ 建設副産物の適正処理 本工事の施工により発生する産業廃棄物は、関係法令及び特記仕様書の指定に基づき、適正に指定処分場等へ運搬・処分する。また、処理にあたってはマニフェスト（産業廃棄物管理票）により適正に管理する。なお、処分場敷地内への搬入受け入れが不能となった場合は、速やかに監督職員へ報告し協議する。 また、山形県内の最終処分場に搬入される建設廃棄物については「山形県産業廃棄物税」が課税されるため、その趣旨を理解し適正に処理を行うものとする。
【建設副産物処理計画表】
	処分殻名称（廃棄物名）
	再資源化施設・処分先
	発生工種
	備考

	アスファルト塊
	（株）県南
	舗装版破砕工
	運搬 L=9.9km

	コンクリート塊（無筋・鉄筋）
	長井環境（株）
	コンクリート構造物取壊し工
	運搬 L=18.3km

	建設発生木材（枝葉・伐根）
	長井環境（株）
	準備費（立木伐採・片付）
	運搬 L=18.3km

	建設発生木材（伐採木・買取）
	合同会社ウサミ
	準備費（立木伐採）
	運搬 L=6.7km

	廃プラスチック
	（有）山形マルテイ
	仮設工（仮水路工等の撤去）
	運搬 L=3.8km

	スクラップ材（ヘビーH3等）
	〇〇
	道路施設撤去工（ガードレール等）
	運搬 L=3.8km

	残土（土砂）
	指定残土受入地
	道路土工、砂防土工作業土工 等
	運搬 L=10.0km





１５．法定休日・所定休日（週休２日確保工事等の実施） 本工事の施工にあたっては、労働基準法等の関係法令を遵守し、適正な労働時間と休日を確保するとともに、建設業の働き方改革を推進するため、以下の通り休日および作業時間帯を定める。
１５．１ 週休２日確保工事の実施 本工事は特記仕様書の規定に基づき、「週休２日確保工事（受注者希望型）」の対象工事であるため、週休２日確保に取り組む。 ・施工実施期間：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日 ・作業日数：〇〇日間 ・休日日数：〇〇日間 ・休日割合計算式：〇〇/〇〇＝〇〇％ ≧ 28.5％
１５．２ 作業時間帯および休日の設定 【標準作業時間帯】 ・昼間作業（施工時間）：AM 8:30 ～ PM 16:45（休憩時間帯〇〇分含む） ・後片付け・清掃等：PM 16:45 ～ PM 17:00 【休日の設定】 ・原則として、毎週〇曜日・〇曜日、および国民の祝日を所定休日（現場閉所日）とする。 ・やむを得ない理由で休日に作業を行う場合は、振替休日を設定し、事前に監督職員と協議する。なお、天候により現場閉所し、作業日を振り替えた場合は現場閉所日として扱うものとする。
１５．３ 工事名標示板等への明示と周知 本工事においては、特記仕様書の規定に基づき、工事名標示板に「週休２日確保に取り組んでいる旨」を明示する。明示の方法やデザインについては監督職員と協議の上、見やすい場所に設置する。 また、この週休２日確保の取り組みは、当該工事に係る下請企業の労働者についても適用するものとし、新規入場時教育等を通じて現場全体への周知徹底を図る。


１６．その他 本工事の施工にあたり、前項までに定めた事項のほか、以下の項目について適切に実施・管理する。
１６．１ 官公庁等への手続き及び地元への周知 本工事の着手にあたっては、速やかに南陽警察署、米沢労働基準監督署、南陽市役所、南陽市消防署、NTT東日本等の関係機関に対し、必要な届出や許可申請手続き（道路使用許可、地下埋設物の確認等）を行う。 また、工事施工に先立ち、隣接する住民や関係者、町内会等に対して工事内容、工期、作業時間帯、交通規制等についての説明・周知を行うとともに、異常事態の発生が予想される場合又は発生した場合の通報、連絡及び避難の方法等を周知徹底し、工事への理解と協力を得る。施工中も密な連絡調整を図り、苦情等の発生防止に努める。
１６．２ 受発注者間の円滑な業務推進（ワンデーレスポンス等） 発注者（監督職員）との円滑な業務推進を図るため、以下の取り組みを実施する。 ・「ワンデーレスポンス」の徹底により、質問や協議に対する即日回答に努める。 ・「ウィークリースタンス」を推進し、午後4時以降の打合せや休前日の作業依頼を控えるなど、受発注者双方の業務環境改善に配慮する。 ・「情報共有システム（ASP）」を活用し、電子的な情報交換により迅速な情報伝達と業務の効率化を図る。 ・「遠隔臨場」を実施し、ウェアラブルカメラ等の活用により段階確認等の効率化と迅速化を図る。
１６．３ 創意工夫および社会性等への取り組み 本工事は「総合評価落札方式（簡易Ⅱ型（通常型））」の対象工事であるため、入札時の技術提案事項を確実に履行するとともに、本工事における独自の創意工夫（施工方法の工夫、品質・安全の向上策など）や、社会性等への取り組み（現場周辺の清掃活動、ボランティア等の地域貢献活動）を積極的に実施し、より良い現場環境作りを目指す。 ・（技術提案事項例：〇〇の実施等） ・地域への貢献等：（例：工事周辺の清掃活動の実施等）
１６．４ 特記事項およびその他の留意点 特記仕様書及び土木工事共通特記仕様書の規定に基づき、以下の事項について適正に対応する。 ・契約後VE方式の適用：工事材料及び施工方法等に関する技術提案（VE提案）がある場合は、発注者へ提案書を提出し協議する。 ・コリンズ（CORINS）への登録：受注時、変更時、完成時等において、規定の期日までに登録申請を行う。 ・三者協議検討会の実施：設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、受注者、発注者が一堂に会する会議を実施する。 ・余裕期間制度の適用：工事着手日までの余裕期間内において、資材等の適切な準備を行う。 ・試行工事への対応：「遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更の試行工事」「労働者確保に関する積算方法の試行工事」の趣旨を理解し、必要に応じて監督職員と協議及び証明書類の提出を行う。 ・ICT活用工事（施工者希望Ⅰ型）の実施：3次元データを活用した起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理等を実施し、生産性の向上に努める。

